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平成 28年 11月 22日 

各  位 

会 社 名 市光工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長  オードバディ アリ 

      （コード番号：7244、東証第１部） 

 

会 社 名 ヴァレオ・バイエン 

代表者名 会長 ロベール シャルヴィエール 

 

問合せ先 市光工業株式会社 

 法務室長 渡辺 達明 

          （TEL 0463－96－1442） 

 

 

ヴァレオ・バイエンによる市光工業株式会社株券（証券コード 7244） 
に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

ヴァレオ・バイエンは、平成 28 年 11 月 22 日に、市光工業株式会社の株券を別添のとおり公開買付けに

より取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

市光工業株式会社株券（証券コード 7244）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

本資料は、ヴァレオ・バイエン（公開買付者）が、市光工業株式会社（本公開買付けの対象者）に

行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第１項第４号に基づいて公表を行うものです。 
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平成 28年 11月 22日 

各  位 

会社名 ヴァレオ・バイエン 

グループ戦略作戦ディレクター チボー・ルーヴェ 

 

 

市光工業株式会社株券（証券コード 7244）に対する 
公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

ヴァレオ・バイエン（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 28年 11月 22日に、市光工業株式会社

（コード番号 7244、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部上場、以

下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和 23 年

法律第 25 号。その後の改正を含みます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により

取得することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

公開買付者は、平成２年 11月 30日に設立された持株会社でフランスの単純型株式資本会社です。本日現

在、公開買付者の株式は、全て、ユーロネクスト・パリ証券取引所にその株式を上場しているフランスの法

人であるヴァレオ・エス・エー（Valeo S.A.。本社：フランス パリ、取締役会会長兼最高経営責任者：

ジャック・アシェンブロワ、以下「ヴァレオ」といいます。）の２つの子会社であるソシエテ ドゥ パー

ティシパシオン ヴァレオ（Société de Participations Valeo。公開買付者の株式の保有割合は 100.00％。

小数点第三位を四捨五入しています。）及びエキプモン 11（Equipement 11。公開買付者の株式の保有割合

は 0.00％。小数点第三位を四捨五入しています。）によって所有されています（ヴァレオの株式は時価総額

上位 40 社で構成されるユーロネクスト・パリにおける CAC40 の株価基準指数に採用されています。）。公

開買付者は、本日現在、東京証券取引所市場第一部に上場している対象者株式を 30,339,000 株（所有割合

（注）： 31.58％）所有しており、公開買付者及びヴァレオは対象者のその他の関係会社に該当します。こ

の度、公開買付者は、平成 28 年 11 月 22 日に、社長の決定により対象者を連結子会社化することを目的と

して、本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

（注）「所有割合」とは、対象者が平成 28年 11月９日に提出した第 87期第２四半期報告書に記載された平

成 28年９月 30日現在の発行済株式総数 96,220,851株から、対象者が平成 28年 11月７日に公表した

「平成 29年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された平成 28年９月 30日現在の

対象者が所有する自己株式数（147,478 株）を控除した株式数（96,073,373 株）に対する割合（小数

点以下第三位を四捨五入）をいいます。 

 

本公開買付けの概要は以下のとおりです。 

 

１. 買付け等の概要 

（１） 対象者の名称 

 市光工業株式会社 

 

（２） 買付け等を行う株券等の種類 

普通株式 

 

（３） 買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。） 

平成 28年 11月 24日（木曜日）から平成 29年１月 12日（木曜日）まで（30営業日） 

（注）金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。）第８条第１項

及び行政機関の休日に関する法律第１条第１項第３号に基づき平成 28年 12月 29日及び 30日は、行
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政機関の休日となるため公開買付期間に算入しておりませんが、公開買付代理人による本公開買付け

に応募する株主からの応募の受付けは、公開買付期間に算入されていない平成 28 年 12 月 29 日及び

30日にも行われます。 

 

（４） 買付け等の価格 

普通株式  １株につき金 408円 

 

（５） 買付予定の株券等の数 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

22,582,468（株） 17,781,048（株） 22,582,468（株） 

 

（６） 決済の開始日 

平成 29年１月 20日（金曜日） 

 

（７） 公開買付代理人 

みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

 

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が平成 28年 11月 24日に提出

する公開買付届出書をご参照ください。 

 

以上 
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以上 

【勧誘規制】 

本発表資料は、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成

されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご

覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。本発表資料は、有価証券に係る売却の申

込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、本発表資料（若

しくはその一部）又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、

契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。 

 

【米国規制】 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、ま

た、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、インター

ネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるものでもなく、

さらに米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記

施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。 

また、本公開買付けに係る本発表資料、公開買付届出書又は関連する書類は、米国内において若しくは米国

に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は

配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできませ

ん。 

 

【日本語の優先】 

本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとしま

す。本公開買付けに関する書類の全部又は一部が英語で作成され、当該英語の書類と日本語の書類との間に

齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。 

 

【その他】 

本発表資料及び本公開買付けに関連する書類の配布は、一定の法域においては法律により制約される場合

があります。本発表資料及び本公開買付けに関連する書類を入手する者は、かかる制約について自ら了知し

自身の居住する法域におけるいかなる関連する制限を遵守することが要求されます。 


